
令和７年度「部活動の地域移行」推進事業
実証事業成果報告会 

 

 

 
 
 

日時 令和８年２月６日（金） 
１４：００～１６：３０ 

会場 県立図書館多目的ホール 
 
 

 
次 第 

 
 

１ 開  会 
 

      ２ 挨  拶 
 
      ３ 県教委から 

    ・事業まとめ 
  ・国の動向 等 

 
４ 実証事業実施１２市町の成果報告 
 
５ 講  演 
 
（休 憩） 
 
６ 国のガイドラインについて 
 
７ 県環境文化部から 
  ・来年度事業等 
 
８ 質疑応答 
 
９ 挨  拶 
 
10 閉  会                 

 



県教委からの説明 

 

１【これまでの県教委の取組】 

２「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」策定 
  令和７年 12 月末、文部科学省が令和８年度から新たに「改革実行期間」がスタートす
ることを踏まえ、将来にわたる生徒のスポーツ・文化芸術活動の機会の確保・充実等を
図るため、国としての考え方や具体的な取組内容を示した。 

４【今後について】 

  これまでも国の方向性に沿って、スポーツ・文化芸術活動の機会の提供を、学校主体の
取組から地域主体の取組への移行を目指してきた。引き続き、関係部署、市町村及び関係
団体等と連携し、学校部活動を地域に存在する人的・物的資源を活用しながら、地域全体
で支えることによってスポーツ・文化芸術活動に新たな価値を創出し、より豊かで幅広
い地域クラブ活動に移行できよう取組を推進する。 

５【参 考】全国の取組事例集（スポーツ庁・文化庁ホームページ） 
URL: https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/jsa 

_00016.html  【事例集・全国の取組紹介：スポーツ庁】 
    URL:https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/sobunsai/93972201.html 
             【事例集・全国の取組紹介：文化庁】 

３【改革実行期間】 
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令和７年度「部活動の地域移行」推進事業

実証事業成果報告会

県環境文化部スポーツ振興課 主 幹 川藤 圭一

令和８年２月６日（金） 岡山県立図書館

「地域クラブ活動環境整備事業・部活動の地域移行等に向けた実証事業」合同連絡会

2

（３）県環境文化部から

「地域クラブ活動環境整備事業・部活動の地域移行等に向けた実証事業」合同連絡会

地域クラブ活動環境整備事業

令和７年度の取組まとめ
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今年度の取組

１ 整備状況調査の実施
○「おかやまスポーツナビ」への登録に向けた県内の地域クラブの把握

２ 指導者研修会の開催

３ 人材バンク「おかやまスポーツナビ」（スポーツ）の改修

3
「地域クラブ活動環境整備事業・部活動の地域移行等に向けた実証事業」合同連絡会

・県内の地域クラブの現状把握
・県内の指導者の把握と新たな掘り起こし
・指導者の資質向上

１ 整備状況調査

○令和８年度から毎年１回実施
・毎年８～９月頃実施

・チラシ希望の場合は、部数を報告

（データで対応の場合は、報告不要）

○調査の注意事項
・中学生を受け入れて活動している全てのクラブ情報を提供

・文化・芸術分野も把握

・民間を含めて把握

・おかやまスポーツナビへの掲載可否の確認

4
「地域クラブ活動環境整備事業・部活動の地域移行等に向けた実証事業」合同連絡会
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２ 指導者研修会

○令和７年度４回開催
第１回：令和７年８月３１日（土） ピュアリティまきび
→ 経験者対象

第２回：令和７年１１月２２日（土） ピュアリティまきび（備前地区）
第３回：令和７年１１月２９日（土） 井原市民会館 （備中地区）
第４回：令和７年１２月２１日（日） 津山鶴山ホテル （美作地区）
→ 初心者対象・経験者対象

内 容：子どもたちが安心・安全にスポーツ・文化芸術活動に取り組むために
スポーツハラスメント防止対策

5
「地域クラブ活動環境整備事業・部活動の地域移行等に向けた実証事業」合同連絡会

引き続き、研修会へ「指導を希望する人」「興味・関心がある人」など
幅広く参加の呼びかけをお願いします
・競技や分野の経験者 ・将来的に指導を希望する人（地域人材）
・保護者、大学生など興味 ・関心がある人 ・文化・芸術関係者
・資格の有無は問いません

３ 人材バンクの改修

○おかやまスポーツナビ（スポーツ）
・地域クラブ活動の登録及び検索方法を、より地域クラブ活動に特化
・県内の地域クラブ活動を掲載（文化芸術活動も掲載）
※地域クラブ活動とは、中学生を受け入れて活動しているクラブ活動のことです。

6
「地域クラブ活動環境整備事業・部活動の地域移行等に向けた実証事業」合同連絡会

随時登録情報の更新が可能！！

現在登録している地域クラブ情報は自分たちで変更可能
・活動場所、活動時間、参加費、連絡先…

※情報を変更した際には、随時変更してください。

※地域クラブ活動を追加・削除する場合は、県までご連絡ください。
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来年度の取組

１ 整備状況調査の実施
○「おかやまスポーツナビ」への登録に向けた県内の地域クラブの把握

２ 指導者研修会の開催
○「認定地域クラブ活動指導者」に向けた研修メニューの検討

３ 財政支援に係る予算措置

引き続き、ご協力お願いします。
7

「地域クラブ活動環境整備事業・部活動の地域移行等に向けた実証事業」合同連絡会

・県内の地域クラブの現状把握
・県内の指導者の把握と新たな掘り起こし
・指導者の資質向上
・国の補助事業を活用した財政支援

8

来年度事業（県予算）について
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来年度事業（県予算）について

10

来年度事業（県予算）について
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来年度事業（県予算・補正）について

12

部活動の地域展開等推進事業 補助金メニュー

ⅰ 休日の地域クラブ活動の活動費等の支援

ⅱ 地方公共団体の体制整備等

ⅲ 平日も含めた地域展開等の加速化のための重点課題への対応

ⅳ 中学校における部活動指導員の配置支援

ⅴ 経済的困窮世帯の生徒への参加費等の支援

来年度事業（国・補助金）について
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13

来年度事業（国・補助金）について

ⅰ 休日の地域クラブ活動の活動費等の支援

○休日の地域クラブ活動の実施に要する経費について補助
※平日の活動の実施に要する経費について対象外

・補助割合：国1/3  県1/3  市町村1/3

・主な補助対象経費：人件費、諸謝金、旅費、保険料等
※施設整備費は対象外

・補助要件：県又は市町村が認定した「認定地域クラブ活動」が対象
※県・市町村が自ら地域クラブを運営し、認定したものとみなされる場合及び
認定制度の経過措置により認定を受けたものとみなされる場合を含む。

14

ⅱ 地方公共団体の体制整備等

○部活動の地域展開等に向けた推進体制の整備に要する経費について補助
（コーディネーターの配置、人材バンクの設置・運用、指導者研修、移動手段の確保等）

・実施主体：県が実施する事業
市町村が実施する事業に対して、県が補助する事業

・補助割合：県の体制整備等に要する経費 国1/3  県2/3
市町村の体制整備等に要する経費 国1/3  県1/3  市町村1/3

・主な補助対象経費：人件費、諸謝金、旅費、委託費等
※施設整備費は対象外
☆市町村が外部団体等へ補助することはできない。

来年度事業（国・補助金）について
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ⅲ 平日も含めた地域展開等の加速化のための重点課題への対応

○平日の部活動の地域展開等について、実現可能な活動の在り方や課題への対応策の検証等
を行うため、実証事業を実施する。

○主な重点課題から解決に向けて取り組む課題を１つ以上を選択し、実施する。（最大６）
※独自の課題の設定は不可

・実施主体：県が実施する事業
市町村が実施する事業に対して、県が補助する事業

・補助割合：１県当たり ス100,000千円程度 文26,000千円程度 国10/10

・主な補助対象経費：人件費、諸謝金、旅費、委託費等
※施設整備費は対象外

・報告書の作成
実証事業で得られた改善策や方向性等の検討結果等の成果等について、報告書を作成する。

来年度事業（国・補助金）について

16

ⅳ 中学校における部活動指導員の配置支援

このあと、県教育委員会から説明します。

来年度事業（国・補助金）について
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17

ⅴ 経済的困窮世帯の生徒への参加費等の支援

○経済的理由により地域クラブ活動の参加費及び保険料の負担が困難と認められる世帯の生
徒の保護者に対し、地域クラブ活動に必要な参加費及び保険料を支援するのに要する経費
を補助

・実施主体：県・市町村が実施する事業に対して、国が補助する事業

・補助割合：国１/２ 県・市町村１/２

・補助対象経費：経済的困窮世帯の生徒に係る地域クラブ活動の参加費及び保険料

・ 補助要件：県又は市町村が認定した「認定地域クラブ活動」が対象
※県・市町村が自ら地域クラブを運営し、認定したものとみなされる場合

【「経済的理由により地域クラブ活動の参加費及び保険料の負担が困難と認められる世帯の生徒」 に該当する者】
① 生活保護世帯の生徒
② 住民税非課税世帯の生徒
③ ①②に準ずると認められる世帯の生徒（市町村が次のいずれかに該当するものとして認定）

ア 児童扶養手当の支給 イ 市町村民税の減免
ウ 国民健康保険法の保険料の減免または徴収の猶予 エ 国民年金保険料の免除
オ 生活保護の基準額に一定の係数を掛けたものなど、ア～エに準ずると認められるもの

来年度事業（国・補助金）について
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１/20仮申請依頼 １/27仮申請依頼 交付申請書案・事業計画案等の作成

審査

３月内定/選定結果通知
本申請依頼

※２/19（木）17時必着・厳守

選定結果受領・通知
本申請依頼

選定結果受領
交付申請書・事業計画等の作成

交付申請書案・事業計画案等の提出

※２/10（火）提出・厳守

交付申請書案・事業計画案等の提出

５月交付決定

４月中旬提出

交付申請書・事業計画等の提出

４月末提出

確認 交付申請書・事業計画等の提出

補助金申請のスケジュール（案）

来年度事業（国・補助金）について
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19

補助金申請提出先

ⅰ 休日の地域クラブ活動の活動費等の支援

ⅱ 地方公共団体の体制整備等

ⅲ 平日も含めた地域展開等の加速化のための重点課題への対応

ⅴ 経済的困窮世帯の生徒への参加費等の支援

ⅳ 中学校における部活動指導員の配置支援

県教育委員会 保健体育課（運動部・文化部）

県環境文化部 スポーツ振興課（スポーツ） 文化振興課（文化芸術）

来年度事業（国・補助金）について

おわりに

子どもたちの地域でのスポーツ、文化・芸術活動の環境整備に向け、
ご協力をお願いします。

・引き続き、県事業を活用いただくとともに、要望をお知らせください。
・ご質問等ございましたら、下記担当者までご連絡ください。

20
「地域クラブ活動環境整備事業」第１回連絡会

【本事業の問い合わせ】

○スポーツ担当

県環境文化部スポーツ振興課
主 幹 川藤 圭一

T E  L：086-226-7467
E-mail：keiichi_kawafuji@pref.okayama.lg.jp

○文化担当

県環境文化部文化振興課
副参事 谷口 恵祥

T  E  L：086-226-7903
E-mail：keishiyou_taniguchi@pref.okayama.lg.jp
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教保振第１７６号 

令和８年１月２３日 

 

市町村（組合）教育委員会 

  部活動指導員配置事業関係課長 殿 

 

岡山県教育庁保健体育課長  

岡山県教育庁生涯学習課長  

 

令和８年度部活動指導員配置事業に係る仮申請書の提出について（依頼） 

 

 このことについて、県からスポーツ庁及び文化庁に関係資料を提出するに当たり、各市

町村における部活動指導員の配置希望人数等を把握する必要がありますので、補助金の交

付を希望する市町村は、次のとおり御提出ください。 

 

記 

 

１ 送付資料 

  （１）積算根拠資料（Excel データ） 

  （２）【記入例・記入要領】積算根拠資料（国作成、県追記） 

  （３）補助金交付要綱（案）及び実施要領（案）（国作成） 

     ※交付要綱及び実施要領は案であり、今後変更が生じる場合があります。 

正式な交付要綱等は、国から届き次第送付します。 

 

２ 提出資料 

  （１）積算根拠資料（Excel データ） 

     ※運動部・文化部のそれぞれについて「①通常指導員分」及び「②休日指導員

分」のシートがあります。（計４シート） 

  （２）根拠規定の写し等（報酬、交通費の単価基準がわかる資料） 

     ※交通費に係る根拠規定については、交通費を補助対象経費に計上している市

町村のみ。 

  （３）休日に部活動指導員を配置する場合の根拠資料 ※該当市町村のみ提出 

     【①地域展開に至る前段階として部活動指導員の配置を行うもので、改革実行 

期間終了時までに計画的に地域展開に繋げていく取組の場合】 

・市町村が策定する部活動改革に関する方針等改革実行期間終了時までに計画

的に地域展開に繋げていく取組であることが確認できる書類 

     【②中山間地域や離島をはじめ特殊な事情により地域展開に困難を伴う場合の 

取組の場合】 

     ・市町村が困難と判断した具体的な理由等が確認できる書類 
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３ 提出期限 

  令和８年２月１０日（火）期限厳守 

 

４ 提出先及び提出方法 

  本件運動部活動担当宛（miu_tanikawa@pref.okayama.lg.jp）に、メールにて提出 

   ※文化部に関する資料も、上記担当宛に御提出ください。 

   ※補助金の交付を希望しない市町村は、メール本文に「希望なし」の旨記入し、上

記担当宛に御報告ください。 

 

５ 留意事項 

・  休日に部活動指導員を配置する場合は、次の①又は②の取組を行う場合に限り、 

補助対象となります。 

   ①「地域展開に至る前段階として部活動指導員の配置を行うもので、改革実行期間

終了時までに計画的に地域展開に繋げていく取組」 

   ②「中山間地域や離島をはじめ特殊な事情により地域展開に困難を伴う場合の取組

の場合」 

  ・ 国における担当省庁が運動部はスポーツ庁、文化部は文化庁であるため、同一市

町村内における運動部と文化部の間での部活動指導員の配置換えができないことに

御留意ください。 

  ・ 各市町村の仮申請額が県の予算を上回る場合は、過去の配置実績・補助金の執行

状況等を勘案し、査定を行う場合があります。 

  ・ 1部活動当たりの年間配置時間数を通常指導員分は 210 時間、休日指導員分は 105

時間としていますので、これを超過する時間数は、補助対象となりません。 

  ・ 事業実施に当たっては、部活動指導員が指導及び引率を行う場合、原則、単独で

指導及び引率を行ってください。 

 

 

 
本件担当 （運動部活動） 

       岡山県教育庁保健体育課振興班 谷川 

       電 話：086-226-7590（直通） 

       メール：miu_tanikawa@pref.okayama.lg.jp 

（文化部活動） 

       岡山県教育庁生涯学習課企画推進班 中村 

       電 話：086-226-7596（直通） 

       メール：tsutomu_nakamura@pref.okayama.lg.jp 
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